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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局が、無線基地局に対して、高速上りデータチャネルを介して、１つ又は複数の固
定サイズの第１プロトコルデータユニットを含む第２プロトコルデータユニットを送信す
る移動通信方法であって、
　前記無線基地局が、各スケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の
移動局を１つだけ決定する工程と、
　前記無線基地局が、スケジューリング対象の移動局を切り替える際に、現在のスケジュ
ーリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の第１移動局に対して、次の時間ス
ロットにおいて第２プロトコルデータユニットの送信を停止するように指示する第１スケ
ジューリング許可情報を送信し、該次のスケジューリング割り当て区間におけるスケジュ
ーリング対象の第２移動局に対して、１つの第１プロトコルデータユニットのみを含むこ
とができる最小の第２プロトコルデータユニットのサイズに対応する第２スケジューリン
グ許可情報を送信する工程と、
　前記第２移動局が、前記次のスケジューリング割り当て区間において、前記第２スケジ
ューリング許可情報に対応するサイズの第２プロトコルデータユニットを送信する工程と
を有することを特徴とする移動通信方法。
【請求項２】
　移動局によって高速上りデータチャネルを介して送信された１つ又は複数の固定サイズ
の第１プロトコルデータユニットを含む第２プロトコルデータユニットを受信するように
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構成されている無線基地局であって、
　各スケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動局を１つだけ決
定するように構成されているスケジューリング部と、
　スケジューリング対象の移動局を切り替える際に、現在のスケジューリング割り当て区
間におけるスケジューリング対象の第１移動局に対して、次のスケジューリング割り当て
区間において第２プロトコルデータユニットの送信を停止するように指示する第１スケジ
ューリング許可情報を送信し、該次のスケジューリング割り当て区間におけるスケジュー
リング対象の第２移動局に対して、１つの第１プロトコルデータユニットのみを含むこと
ができる最小の第２プロトコルデータユニットのサイズに対応する第２スケジューリング
許可情報を送信するように構成されているスケジューリング許可情報送信部とを具備する
ことを特徴とする無線基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信方法及び無線基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰおいて、「ＥＵＬ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｕｐｌｉｎｋ）」或いは「ＨＳＵＰＡ
（Ｈｉｇｈ-Ｓｐｅｅｄ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）」と呼ばれる高
速上りデータ通信が規定されている。
【０００３】
　ＥＵＬでは、移動局ＵＥが、無線基地局ＮｏｄｅＢに対して、高速上りデータチャネル
（Ｅ-ＤＰＤＣＨ：Ｅ-ＤＣＨ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄａｔａ　Ｃｈ
ａｎｎｅｌ）を介して、１つ又は複数の固定サイズの第１プロトコルデータユニット（Ｍ
ＡＣ-ｄ　ＰＤＵ）を含む第２プロトコルデータユニット（ＭＡＣ-ｅ　ＰＤＵ）を送信す
るように構成されている。
【０００４】
　具体的には、ＥＵＬでは、無線基地局ＮｏｄｅＢが、各時間スロット（ＴＴＩ：Ｔｒａ
ｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）におけるスケジューリング対象の移
動局ＵＥを決定し、かかるスケジューリング対象の移動局ＵＥに対して、スケジューリン
グ許可情報（ＡＧ：Ａｂｓｏｌｕｔｅ　Ｇｒａｎｔ、ＲＧ：Ｒｅｌａｔｉｖｅ　Ｇｒａｎ
ｔ）を送信するように構成されている。
【０００５】
　そして、各時間スロットにおけるスケジューリング対象の移動局ＵＥは、Ｅ-ＤＰＤＣ
Ｈを介して、無線基地局ＮｏｄｅＢから受信したスケジューリング許可情報（ＡＧ/ＲＧ
）によって決定された許可値（ＳＧ：Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｇｒａｎｔ）に対応するサ
イズ（ＴＢＳ：Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｂｌｏｃｋ　Ｓｉｚｅ）のＭＡＣ-ｅ　ＰＤＵを送
信するように構成されている。
【０００６】
　また、「Ｔｉｍｅ　ａｎｄ　Ｒａｔｅ」方式のＥＵＬでは、１つの移動局ＵＥのみが、
各スケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動局ＵＥとなるよう
に構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第４１１９７２１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上述の「Ｔｉｍｅ　ａｎｄ　Ｒａｔｅ」方式のＥＵＬにおいて、無線基
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地局ＮｏｄｅＢが、スケジューリング対象の移動局ＵＥを切り替える際に、どのようなス
ケジューリング許可情報（ＡＧ）を送信すべきかについて決定されていないという問題が
あった。
【０００９】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、「Ｔｉｍｅ　ａｎｄ　Ｒ
ａｔｅ」方式のＥＵＬにおいて、各スケジューリング割り当て区間におけるスケジューリ
ング対象の移動局ＵＥに対して適切なスケジューリング許可情報を通知することができる
移動通信方法及び無線基地局を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の特徴は、移動局が、無線基地局に対して、高速上りデータチャネルを介
して、１つ又は複数の固定サイズの第１プロトコルデータユニットを含む第２プロトコル
データユニットを送信する移動通信方法であって、前記無線基地局が、各スケジューリン
グ割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動局を１つだけ決定する工程と、前記
無線基地局が、スケジューリング対象の移動局を切り替える際に、現在のスケジューリン
グ割り当て区間におけるスケジューリング対象の第１移動局に対して、次の時間スロット
において第２プロトコルデータユニットの送信を停止するように指示する第１スケジュー
リング許可情報を送信し、該次のスケジューリング割り当て区間におけるスケジューリン
グ対象の第２移動局に対して、１つの第１プロトコルデータユニットのみを含むことがで
きる最小の第２プロトコルデータユニットのサイズに対応する第２スケジューリング許可
情報を送信する工程と、前記第２移動局が、前記次のスケジューリング割り当て区間にお
いて、前記第２スケジューリング許可情報に対応するサイズの第２プロトコルデータユニ
ットを送信する工程とを有することを要旨とする。
【００１１】
　本発明の第２の特徴は、移動局によって高速上りデータチャネルを介して送信された１
つ又は複数の固定サイズの第１プロトコルデータユニットを含む第２プロトコルデータユ
ニットを受信するように構成されている無線基地局であって、各スケジューリング割り当
て区間におけるスケジューリング対象の移動局を１つだけ決定するように構成されている
スケジューリング部と、スケジューリング対象の移動局を切り替える際に、現在のスケジ
ューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の第１移動局に対して、次の時間
スロットにおいて第２プロトコルデータユニットの送信を停止するように指示する第１ス
ケジューリング許可情報を送信し、該次のスケジューリング割り当て区間におけるスケジ
ューリング対象の第２移動局に対して、１つの第１プロトコルデータユニットのみを含む
ことができる最小の第２プロトコルデータユニットのサイズに対応する第２スケジューリ
ング許可情報を送信するように構成されているスケジューリング許可情報送信部とを具備
することを要旨とする。
【発明の効果】
【００１２】
　以上説明したように、本発明によれば、「Ｔｉｍｅ　ａｎｄ　Ｒａｔｅ」方式のＥＵＬ
において、各スケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動局ＵＥ
に対して適切なスケジューリング許可情報を通知することができる移動通信方法及び無線
基地局を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムで用いられるＴＢＳと送信電力
比との対応表の一例を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局が、次のスケジューリング割り当て区
間におけるスケジューリング対象の移動局に対して送信すべきスケジューリング許可情報
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について説明するための図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムで用いられる「Ｔｉｍｅ　ａｎ
ｄ　Ｒａｔｅ」方式のＥＵＬについて説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成）
　図１乃至図５を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成につ
いて説明する。
【００１５】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、無線基地局ＮｏｄｅＢと移
動局ＵＥとの間で、ＥＵＬを提供することができるように構成されている。
【００１６】
　すなわち、本実施形態に係る移動通信システムでは、無線基地局ＮｏｄｅＢと移動局Ｕ
Ｅとの間で、下りチャネルとして、絶対的許可チャネル（Ｅ-ＡＧＣＨ：Ｅ-ＤＣＨ　Ａｂ
ｓｏｌｕｔｅ　Ｇｒａｎｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）や相対的許可チャネル（Ｅ-ＲＧＣＨ：Ｅ-
ＤＣＨ　Ｒｅｌａｔｉｖｅ　Ｇｒａｎｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）等が設定可能であり、上りチ
ャネルとして、高速上りデータチャネル（Ｅ-ＤＰＤＣＨ：Ｅ-ＤＣＨ　Ｄｅｄｉｃａｔｅ
ｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ）や高速上り制御チャネル（Ｅ-ＤＰ
ＣＣＨ：Ｅ-ＤＣＨ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａ
ｎｎｅｌ）や上り制御チャネル（ＤＰＣＣＨ：Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）等が設定可能である。
【００１７】
　ここで、無線基地局ＮｏｄｅＢは、移動局ＵＥによってＥ-ＤＰＤＣＨを介して送信さ
れた１つ又は複数の固定サイズのＭＡＣ-ｄ　ＰＤＵを含むＭＡＣ-ｅ　ＰＤＵを受信する
ように構成されている。
【００１８】
　図２に示すように、無線基地局ＮｏｄｅＢは、スケジューリング部１１と、スケジュー
リング許可情報通知部１２とを具備している。
【００１９】
　スケジューリング部１１は、各スケジューリング割り当て区間におけるスケジューリン
グ対象の移動局ＵＥ及び当該移動局ＵＥに対して送信すべきスケジューリング許可情報を
決定するように構成されている。
【００２０】
　ここで、各スケジューリング割り当て区間は、１つ又は複数のＴＴＩ（ＨＡＲＱプロセ
ス）によって構成される区間である。なお、ＥＵＬでは、ＴＴＩは、２ｍｓ又は１０ｍｓ
となるように規定されている。
【００２１】
　具体的には、スケジューリング部１１は、「Ｔｉｍｅ　ａｎｄ　Ｒａｔｅ」方式のＥＵ
Ｌに対応して、各スケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動局
ＵＥを１つだけ決定するように構成されている。
【００２２】
　スケジューリング許可情報通知部１２は、Ｅ-ＡＧＣＨ或いはＥ-ＲＧＣＨを介して、各
スケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動局ＵＥ（すなわち、
無線基地局ＮｏｄｅＢ配下のセルをサービングセルとするサービング移動局）に対して、
スケジューリング許可情報として、絶対的許可情報ＡＧ（Ａｂｓｏｌｕｔｅ　Ｇｒａｎｔ
）又は相対的許可情報ＲＧ（Ｒｅｌａｔｉｖｅ　Ｇｒａｎｔ）を送信するように構成され
ている。
【００２３】
　なお、無線基地局ＮｏｄｅＢ及び移動局ＵＥは、図３に示すような対応表を管理してい
る。かかる対応表は、図３に示すように、「Ｅ-ＴＦＣＩ（Ｅ-ＤＣＨ　Ｔｒａｎｓｐｏｒ
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ｔ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）」と「ＴＢＳ」と「
送信電力比」とを対応付けるように構成されている。
【００２４】
　ここで、「Ｅ-ＴＦＣＩ」は、インデックスであり、「ＴＢＳ」は、「Ｅ-ＴＦＣＩ」に
対応するＭＡＣ-ｅ　ＰＤＵのサイズを示すものであり、「送信電力比」は、「Ｅ-ＴＦＣ
Ｉ」に対応するＥ-ＤＰＤＣＨとＤＰＣＣＨとの送信電力比を示すものである。なお、Ｄ
ＰＣＣＨの送信電力は、無線基地局ＮｏｄｅＢと移動局ＵＥとの間の送信電力制御によっ
て変更されるように構成されている。
【００２５】
　上述のＡＧは、上述のＳＧを示す値であり、上述のＲＧは、かかる「送信電力比」の増
減を指示する値（Ｕｐ/Ｄｏｗｎ/Ｈｏｌｄ）である。
【００２６】
　各スケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動局ＵＥは、Ｅ-
ＤＰＤＣＨを介して、自身が記憶しているＳＧに対応するＴＢＳのＭＡＣ-ｅ　ＰＤＵを
、かかるＳＧに対応する送信電力比によって決定される送信電力で送信するように構成さ
れている。
【００２７】
　なお、各移動局ＵＥによって記憶されているＳＧは、各移動局ＵＥにおいて受信された
スケジューリング許可情報によって更新されるように構成されている。
【００２８】
　また、スケジューリング許可情報通知部１２は、無線基地局ＮｏｄｅＢ配下のセルを非
サービングセルとする移動局ＵＥ（非サービング移動局）に対して、Ｅ-ＲＧＣＨを介し
て、ＲＧ（Ｄｏｗｎ/Ｈｏｌｄ）を送信するように構成されていてもよい。
【００２９】
　なお、スケジューリング許可情報通知部１２は、スケジューリング対象の移動局ＵＥを
切り替える際に、現在のスケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の
移動局ＵＥ（第１移動局）に対して、次のＴＴＩにおいてＭＡＣ-ｅ　ＰＤＵの送信を停
止するように指示する「Ｚｅｒｏ　Ｇｒａｎｔ（第１スケジューリング許可情報）」を送
信し、次のスケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動局ＵＥ（
第２移動局）に対して、１つのＭＡＣ-ｄ　ＰＤＵのみを含むことができる最小のＭＡＣ-
ｅ　ＰＤＵのサイズに対応する「ＡＧ（第２スケジューリング許可情報）」を送信するよ
うに構成されている。
【００３０】
　ここで、図４に、１つのＭＡＣ-ｄ　ＰＤＵのみを含むことができる最小のＭＡＣ-ｅ　
ＰＤＵのフォーマット例を示す。
【００３１】
　図３の例では、ＭＡＣ-ｄ　ＰＤＵのサイズが「３３６ビット」であるとすると、１つ
のＭＡＣ-ｄ　ＰＤＵのみを含むことができる最小のＭＡＣ-ｅ　ＰＤＵのサイズは「３５
４ビット」である。
【００３２】
　かかる場合、スケジューリング許可情報通知部１２は、スケジューリング対象の移動局
ＵＥを切り替える際に、次のスケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対
象の移動局ＵＥに対して、「３５４ビット」に対応する「ＡＧ（＝７）」を送信するよう
に構成されている。
【００３３】
　図５の例では、無線基地局ＮｏｄｅＢは、時刻ｔ１２、ｔ１３において、スケジューリ
ング対象の移動局ＵＥ＃１に対してＡＧ１２、ＡＧ１３を送信し、スケジューリング対象
の移動局ＵＥを移動局ＵＥ＃１から移動局ＵＥ＃２に切り替えることを決定した後、時刻
ｔ２０において、移動局ＵＥ＃１に対して「Ｚｅｒｏ　Ｇｒａｎｔ」を送信し、時刻ｔ２
１において、スケジューリング対象の移動局ＵＥ＃２に対してＡＧ２１を送信する。
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【００３４】
　ここで、ＡＧ２１は、１つのＭＡＣ-ｄ　ＰＤＵのみを含むことができる最小のＭＡＣ-
ｅ　ＰＤＵのサイズに対応するＡＧである。
【００３５】
　その後、無線基地局ＮｏｄｅＢは、時刻ｔ２２、ｔ２３において、スケジューリング対
象の移動局ＵＥ＃２に対してＡＧ２２、ＡＧ２３を送信し、スケジューリング対象の移動
局ＵＥを移動局ＵＥ＃２から移動局ＵＥ＃３に切り替えることを決定した後、時刻ｔ３０
において、移動局ＵＥ＃２に対して「Ｚｅｒｏ　Ｇｒａｎｔ」を送信し、時刻ｔ３１にお
いて、スケジューリング対象の移動局ＵＥ＃３に対してＡＧ３１を送信する。
【００３６】
　ここで、ＡＧ３１は、１つのＭＡＣ-ｄ　ＰＤＵのみを含むことができる最小のＭＡＣ-
ｅ　ＰＤＵのサイズに対応するＡＧである。
【００３７】
　なお、ＡＧ１２、ＡＧ１３、ＡＧ２２、ＡＧ２３の代わりに、ＲＧが送信されてもよい
。
【００３８】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの作用・効果）
　本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局ＮｏｄｅＢが、
スケジューリング対象の移動局ＵＥを切り替える際に、現在のスケジューリング割り当て
区間におけるスケジューリング対象の移動局ＵＥに対して「Ｚｅｒｏ　Ｇｒａｎｔ」を送
信し、次のスケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動局ＵＥに
対して「ＡＧ」を送信することによって、「Ｔｉｍｅ　＆　Ｒａｔｅ」方式のＥＵＬを実
現することができる。
【００３９】
　また、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局Ｎｏｄｅ
Ｂが、スケジューリング対象の移動局ＵＥを切り替える際に、次のスケジューリング割り
当て区間におけるスケジューリング対象の移動局ＵＥに対して、１つのＭＡＣ-ｄ　ＰＤ
Ｕのみを含むことができる最小のＭＡＣ-ｅ　ＰＤＵのサイズに対応するＡＧを送信する
ことによって、次のスケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動
局ＵＥに対して過剰な無線リソースを割り当ててしまうという事態を回避することができ
る。
【００４０】
　なお、上述の無線基地局ＮｏｄｅＢ及び移動局ＵＥの動作は、ハードウェアによって実
施されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施
されてもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
【００４１】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【００４２】
　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、無線基地局ＮｏｄｅＢ及び移動局ＵＥ内に設けられていてもよい。また、
かかる記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして無線基地局Ｎｏ
ｄｅＢ及び移動局ＵＥ内に設けられていてもよい。
【００４３】
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　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【００４４】
ＵＥ…移動局
ＮｏｄｅＢ…無線基地局
１１…スケジューリング部
１２…スケジューリング許可情報通知部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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